
議 案 第 ８ ５ 号

亀 山 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に

関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す

る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 運 営 に 関 す

る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀山市条例第   号

亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年亀山市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

（２） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。

改正後 改正前

（特定教育・保育の取扱方針）

第１５条 ［略］

（１） 幼保連携型認定こども園（就

学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号。以下

「認定こども園法」という。）第２

条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園をいう。以下同じ。） 幼

保連携型認定こども園教育・保育要

領（認定こども園法第１０条第１項

の規定に基づき主務大臣が定める幼

保連携型認定こども園の教育課程そ

の他の教育及び保育の内容に関する

事項をいう。次項において同じ。）

（特定教育・保育の取扱方針）

第１５条 ［略］

（１） 幼保連携型認定こども園（就

学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号。以下こ

の号及び次号において「認定こども

園法」という。）第２条第７項に規

定する幼保連携型認定こども園をい

う。以下同じ。） 幼保連携型認定

こども園教育・保育要領（認定こど

も園法第１０条第１項の規定に基づ

き主務大臣が定める幼保連携型認定

こども園の教育課程その他の教育及

び保育の内容に関する事項をいう。



（２）～（４） ［略］

２ ［略］

（虐待等の禁止）

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、

教育・保育給付認定子どもに対し、児

童福祉法第３３条の１０第１項各号

（幼保連携型認定こども園である特定

教育・保育施設の職員にあっては認定

こども園法第２７条の２第１項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職

員にあっては学校教育法第２８条第２

項において準用する認定こども園法第

２７条の２第１項各号）に掲げる行為

その他当該教育・保育給付認定子ども

の心身に有毒な影響を与える行為をし

てはならない。

次項において同じ。）

（２）～（４） ［略］

２ ［略］

（虐待等の禁止）

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、

教育・保育給付認定子どもに対し、児

童福祉法第３３条の１０各号に掲げる

行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有毒な影響を与える行為

をしてはならない。

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


